
2016事務年度の法人税等の調査事績
7.2万件から申告漏れ総額8,267億円

ビットコインでの利益は「雑所得」と国税庁
投資対象としての魅力はなくなった？
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仮想通貨の草分け的存在であるビットコインを

めぐり、大きな動きがあった。国税庁が、ビット

コインで得た利益は「雑所得」に該当すると見解を

示したのだ。

「雑所得」は総合課税の対象で、利益が大きくなれ

ば高い税率が適用される。所得税の最高税率45％

に住民税をプラスすれば、最高55％。しかも、も

しビットコインで損失を被ったとしても、繰り越

しはできずゼロになる。

株取引ならば、損失を3年間繰り越してその間に

得た利益から控除する損益通算ができるが、ビッ

トコインの場合は損失と扱われることさえない。

それでいて税務申告はしなくてはならないので、投資対象としての魅力は少なからず失われた。

ビットコインは値動きが激しいことから、投機的な取引が増えていたが、今後は沈静化するかもしれない。世界を見れば中国で

規制が強化されているほか、アメリカではJPモルガンのCEOが「ビットコインは詐欺」とまで発言するなど、逆風が吹いている状

況だ。

ただし、仮想通貨はフィンテックの代表的な存在で、今後の金融市場を考慮すれば上手に育てていくべきなのは明らか。エスト

ニアのように、政府が仮想通貨の発行を検討する国もあり、値動きで利ざやを得る形でない新たな資産運用スタイルが生まれる

可能性もあるだろう。

その瞬間を見逃さないよう、あえて少額で動かして、情勢をリングサイドで見守るべきタイミングではないだろうか。

ビットコインでの利益は「雑所得」と国税庁
投資対象としての魅力はなくなった？

税理士の

大阪事業部　山下裕太

ビットコイン等の仮想通貨は、「使用」することで生じた利益に課税されます。具体的に

「使用」とは、日本円に換金、ショッピング、別の仮想通貨とトレードした場合などが該

当します。

したがって、保有し続ける場合は課税の対象となりません。元から確定申告が不要な方

でも、ビットコインで得られた利益（雑所得）が、20万円を超えると確定申告する必要が

ありますので、ご注意ください。
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業種別の不正発見割合では、飲食業が上位を占めています。日々現金売上のある飲食業では、ついつい売上

の記帳を失念してしまいがちです。

そのため、税務調査前に税務署職員が実際に客として来店し、来店人数や回転率、レジ入力などを確認する

ようです。

そして調査時には、実際に来店した際の売上が計上されているかなど、いろいろな方法で売上の計上漏れを

探します。目のつけられやすい業種こそ、しっかりとした会計が望まれます。
堺事業部　森山享亮

国税庁が公表した昨年６月までの１年間（2016

事務年度）における法人税等の調査事績によると、

大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要

度の高い９万７千法人を実地調査した結果、うち

約74％に当たる７万２千件から総額8,267億円の

申告漏れを見つけた。

追徴税額は1,732億円。調査１件当たりの申告漏

れ所得は853万円となる。

調査した20.6％（不正発見割合）に当たる２万件が

故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っ

ており、その不正脱漏所得は前年度比7.2％増の

2,543億円で２年ぶりに増加。１件当たりでは同

0.2％増の1,286万円となった。

また、法人消費税については、法人税との同時調査で９万３千件の実地調査を実施。うち、５万５千件に非違があり、税額785億

円を追徴した。

不正を業種別（調査件数 350 件以上）にみると、不正発見割合の高い 10 業種では、「バー・クラブ」が 62.5％で 15 年連続のワースト

１位。「バー・クラブ」は、近年 25年間で 24回１位（唯一 2001 年度がワースト２位）という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。

以下、「外国料理」（45.3％）、「大衆酒場、小料理」（37.7％）、「廃棄物処理」（30.5％）、「自動車修理」（28.9％）の順で続く。

また、１件当たりの不正所得金額が大きい 10 業種では、「水運」が 6,442 万円１位に、次いで「民生用電気機械器具電球製造」（4,272

万円）、「精密機械器具卸」（3,097 万円）と続く。
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